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「ハラスメント」対策等 

 

 

澤江 惠子 氏 
社会保険労務士  

やまぐち働き方改革アドバイザー 

（社会保険労務士事務所Ｋオフィス） 

大学卒業後アパレルメーカー勤務、衣料品販

売店経営等を経て社労士として開業し現在に

至る。自身の介護経験や事業者としての経験

を生かし、県内多くの中小企業の「仕事と育

児・介護の両立支援」や「働き方改革関連法」の

相談の支援を行っている 

スケジュール 

センターよりご案内 

 

 

 

質 疑 応 答 

 

 

ご   挨   拶 

10 月 26 日 

Let’s Study 

勉強会 
働き方改革 

 

今回のテーマは・・・ 

 

2021

 

年 火 

13:30 ▶14:30 

オンライン開催（zoom） 

お問合 
あわせ 

やまぐち働き方改革支援センター 

https://y-hatarakikata.com/studymeetingform/ 

 
 

対象：総務・人事ご担当者 

 

澤江先生による講義 

 

 

お申込はこちら 

働き方改革に必要な法改正に対する対策や、働き方改革の重要ワードなどについて少
人数で学んでみよう！！という働き方改革勉強会を不定期で開催することとなりま
した。 
今回のテーマは、２０２２年４月から中小企業も対象となる「パワハラ防止法」につ
いてです。パワハラの基準や企業の講ずべき措置などを明確に学び、働き方改革にお
いて重要とされている快適な職場環境の整備など、ハラスメント対策の強化に努めて
頂く足掛かりとして頂ければと思います。 
 

▶  ▶  ▶  ▶ 
 
 

定員：30 名 

（先着順・１企業２名まで） 

講師 


